
（平成２３年１０月１３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 30 件

国民年金関係 11 件

厚生年金関係 19 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 26 件

国民年金関係 8 件

厚生年金関係 18 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

埼玉国民年金 事案 4471 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和60年７月及び同年８月の国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60 年７月及び同年８月 

    私は、昭和 60 年３月末日でそれまで勤務していた会社を退職し、同

年４月 17 日にＡ区役所で国民年金の加入手続をした。国民年金加入後

は、定期的に国民年金保険料を納付していたと思う。60 年４月から同

年６月までの保険料は納付済みとなっているのに、申立期間の保険料が

未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 60 年３月末日でそれまで勤務していた会社を退職し、

同年４月 17 日にＡ区役所で国民年金の加入手続を行い、定期的に国民年

金保険料を納付していたとしているところ、申立人の国民年金手帳記号番

号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から、申立人の申述の

とおり 60 年４月頃に払い出されたと推認されることから、申立期間は保

険料を納付することが可能な期間である。 

また、オンライン記録によると、申立期間直前の昭和 60 年４月から同

年６月までの期間については、同年５月に国民年金保険料を納付した記録

となっており、申立人が２か月と短期間である申立期間の国民年金保険料

を納付できなかった特段の事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4474 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50 年 10 月から同年 12 月まで 

    私は、Ａ市で国民年金の加入手続をして、夫婦二人分の国民年金保険

料をいつも一緒に納付していた。妻の保険料は納付されているのに、私

の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ市で国民年金の加入手続をして、夫婦二人分の保険料をい

つも一緒に納付していたとするところ、申立人の国民年金手帳記号番号

（＊）は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から、夫婦連番で

昭和 41 年３月頃に払い出されたと推認され、Ａ市の国民年金被保険者名

簿によると、納付日の確認できる昭和 46 年度から 55 年度までの期間のう

ち、申立期間を含む 50 年度以外の期間は、申立人とその妻は全て同じ日

付で納付していることから、申立人の申述に不自然さは見られない。 

   また、申立期間の前後は納付済みとなっている上、その妻は申立期間に

ついて保険料が納付済みとなっており、申立人が、３か月間と短期間であ

る申立期間の保険料を納付できなかった特段の事情は見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4475 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年１月から 56 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52 年１月から 56 年７月まで 

    私は、ねんきん特別便で未納期間があることを知った。私は、勤務し

ていたＡの閉店と同時に退職し国民年金に加入した。国民年金保険料は

定期的に納付し、住所の移動の際も住所変更届出と同時に国民年金の継

続の手続をして保険料を納付してきた。申立期間が未納となっているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 52 年１月９日に会社を退職した後に国民年金に加入し、

国民年金保険料を定期的に納付してきたと主張しているところ、申立人の

国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期及

びＢ市の被保険者名簿に名簿作成日が「52.8.30」と記録されていること

から、申立期間中の昭和 52 年８月頃に払い出されたと確認でき、申立期

間は、過年度及び現年度納付により保険料を納付することが可能な期間で

ある。 

   また、申立人の国民年金の移動については、国民年金手帳記号番号払出

簿の申立人氏名の備考欄には「53.12.28Ｃ区」と記載され、Ｂ市の被保険

者名簿の転出後市町村欄には「Ｃ区 S53.2.26 転出」と記載されており、

また、申立期間直後の海外在住の期間の届出については、特殊台帳及びＤ

市の被保険者名簿の資格得喪欄に、海外に出国の昭和 56 年８月 11 日に資

格喪失、入国の 58 年８月 23 日に資格取得日と記載されており、58 年８

月頃に国民年金の資格を取得し、その後の住所の移動届出等手続を適切に

行っているにもかかわらず、国民年金保険料を全く納付しなかったとする



                      

  

のは不自然である。 

   さらに、申立人は、申立期間後の海外在住を除いて申立期間以外に未納

は無く、前納や口座振替による保険料の納付及び厚生年金保険から国民年

金保険への切替手続を適切に行っており、保険料の納付意識も高かったも

のと認められる。 

   加えて、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、月額 3,000 円

か 4,000 円くらいの保険料を納付したと主張しているところ、実際の保険

料は、2,730 円から 4,500 円に推移しており、申立人の主張する額におお

むね一致する。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4477 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年 12 月から 46 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年 12 月から 46 年３月まで 

   私は、会社を退職後、昭和 46 年３月にＡ区役所において自分で国民

年金の加入手続を行い、母がその保険料を納付してくれた。 

   それにもかかわらず、申立期間の保険料が未納となっていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職後、昭和 46 年３月にＡ区役所において自分で国

民年金の加入手続を行い、その母が保険料を納付してくれたとしていると

ころ、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の

資格取得時期から、同年４月から５月頃にかけて払い出されたと推認され、

その時点では、申立期間は保険料を納付できる期間である。 

   また、申立期間以外に未納は無く、申立人の国民年金保険料を納付して

いたとするその母は、申立期間を含め全期間納付済みである上、その母が

４か月と短期間である申立期間の国民年金保険料を納付できなかった特段

の事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4478 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年４月から 49 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年１月から 47 年３月まで 

             ② 昭和 48 年４月から 49 年３月まで 

私は 20 歳になった昭和 45 年＊月頃、自分でＡ市役所（現在は、Ｂ市

Ａ支所）において、国民年金の加入手続を行い、最初の３か月間の保険

料はＡ市役所で納付した。それ以降は、Ｃ納税組合へ市民税等とともに

保険料を納付していた。 

それにもかかわらず、申立期間①及び②の保険料が未納となっている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は、Ｃ納税組合へ保険料を納付していた

としているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前

後の被保険者の資格取得時期から、昭和 48 年１月頃に払い出されたと

推認され、このことからすると、申立期間②は国民年金保険料を納付で

きる期間である。 

また、申立人の国民年金被保険者名簿（旧台帳）及びＡ市（現在は、

Ｂ市）の国民年金被保険者名簿によると、昭和 49 年１月から同年３月

までの国民年金保険料の定額保険料は未納で、差額保険料のみ納付され

た記載になっているが、差額保険料のみ納付し、定額保険料を納付しな

かったとするのは不自然である。 

さらに、申立期間②前後の国民年金保険料は納付されており、申立人

が 12 か月と短期間である当該期間の保険料を納付できなかった特段の

事情は見当たらない。 



                      

  

 

２ 一方、申立期間①について、申立人は、国民年金の加入手続を行い、

最初の３か月間の保険料はＡ市役所で納付し、それ以降は、Ｃ納税組合

へ保険料を納付したと主張している。しかしながら、申立人の国民年金

手帳記号番号は上記のとおり昭和 48 年１月頃に払い出されたと推認さ

れ、その時点では、申立期間①のうち 45 年１月から同年９月までの期

間は、時効により保険料を納付できない期間であり、45 年 10 月から 47

年３月までの期間は、保険料は納付できる期間であるが、申立人は保険

料を遡って納付した記憶は無いとしている上、当委員会においてオンラ

インの氏名検索等により調査したが、申立人に別の国民年金手帳記号番

号が払い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人が、当該期間の国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて、総合的に判断すると、申立人は、申立期間②

の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4479 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年４月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62 年４月から同年 12 月まで 

申立期間について、私はＡ区役所で国民年金の加入手続を行い、その

後はＢ信用金庫Ｃ支店において、保険料を納付した。 

申立期間の国民年金保険料が未納となっていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ区役所で国民年金の加入手続を行い、その後、Ｂ信用金庫

Ｃ支店で保険料を納付したとしている。このことについて、申立人の国民

年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から昭

和 63 年４月頃に払い出されたと推認され、申立期間の国民年金保険料は

納付できる期間である。 

また、申立人の申立期間直前の保険料は納付済みであり、申立期間以後

は未納が無く、申立人が９か月と短期間である申立期間の国民年金保険料

を納付できなかった特段の事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4480 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成８年５月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成２年７月から５年３月まで 

             ② 平成８年５月 

申立期間①について、私は、満 20 歳になった平成２年＊月頃に、Ａ

市役所で国民年金の任意加入手続を行った。Ａ市役所では正面玄関を入

ってすぐのところに会議用の長テーブルが２脚並べてあり、その場で国

民年金の加入手続を行い、男性職員に現金を手渡し、年金手帳をもらっ

た。加入手続後の納付については、Ａ市役所に同様の長テーブルが設置

されており、毎月その男性職員に現金を手渡して納付していた。 

申立期間②についても、申立期間①と同様にＡ市役所において現金で

保険料を納付していた。 

申立期間①及び②の国民年金保険料が未納となっていることに納得で

きない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間②について、申立人は、Ａ市役所で国民年金保険料を納付し

たとしているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は当該記号番号前

後の被保険者の資格取得時期から平成７年６月頃に払い出されていると

推認され、このことからすると、申立期間②は国民年金保険料を納付で

きる期間である。 

   また、申立人の申立期間②直前の国民年金保険料は納付済みであり、

申立人が１か月と短期間である申立期間②の国民年金保険料を納付でき

なかった特段の事情は見当たらない。 

 



                      

  

  ２ 申立期間①について、申立人は、Ａ市役所に設置された簡易テーブル

にて国民年金の加入手続を行い、現金で保険料を納付後、国民年金手帳

を受け取り、その後は国民年金保険料を同様の簡易テーブルで納付した

としている。しかしながら、Ａ市役所は｢国民年金事務の手続は窓口の

カウンターで行っており、簡易テーブルで手続をしていたことはな

い。｣、｢（国民年金保険料は納付書による納付のため）市役所の国民年

金担当窓口では国民年金保険料を納付することはできない。（市役所内

の銀行派出所での納付は可）｣、｢国民年金手帳も郵送で送付した。｣と

していることから、申立人の申述は当時の取扱いと符合しない。 

 また、申立人の国民年金手帳記号番号は上記１のとおり、平成７年６

月頃に払い出されたと推認され、その時点では、申立期間①は時効によ

り納付できない期間である上、当委員会においてオンラインの氏名検索

等により調査したが、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出され

た形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

    

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、平成８年５月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4481 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56 年７月から 57 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56 年７月から 57 年２月まで 

    私は、昭和 56 年頃に老後の蓄えの一つとして国民年金に加入した。

しかし、保険料額に疑問を感じ、昭和 57 年に一般の生命保険会社の年

金型保険に切り替えたので 57 年３月からは納付していないが、申立期

間は約１万 6,000 円を銀行に行って納付していたにもかかわらず、申立

期間が未納になっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は昭和 56 年頃、老後の蓄えとして国民年金の加入手続を行い、

保険料はＡ銀行Ｂ支店（当時）において納付したとしているところ、申立

人の国民年金手帳記号番号は 56 年７月 23 日に任意加入被保険者の資格を

取得した際に払い出されたと確認できることから、申立期間は国民年金保

険料を納付できる期間である。 

また、申立期間について、その夫は共済組合に加入していることがオン

ライン記録から確認でき、申立人は被扶養配偶者であり、国民年金は任意

加入被保険者であったと推認されるところ、申立人が加入手続のみを行い

国民年金保険料が納付していないのは不自然である上、８か月と短期間で

ある当該期間の保険料が納付できなかった特段の事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4482 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 42 年４月から 43 年３月まで期間の国

民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付

記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40 年 12 月から 43 年３月まで 

    私は、昭和 41 年２月から同年４月頃にＡ区役所の職員と思われる人

が自宅に来て国民年金の加入手続をした。集金に来た人に保険料も納付

した。保険料は初め 100 円で後に 250 円になった記憶がある。申立期間

の保険料が未納になっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、昭和 41 年２月から同年４月頃にＡ区役所の職員と思われ

る人が自宅に来て国民年金の加入手続をし、集金に来た人に保険料も納

付したとしているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号

番号前後の被保険者の資格取得時期から、43 年１月頃に払い出された

と推認されることから、申立期間のうち 42 年４月から 43 年３月までは

保険料を納付することが可能な期間である。 

また、申立人は、申立期間以外に未納期間は無く、国民年金から厚生

年金保険への切替手続も適切に行っている上、国民年金に任意加入して

いることから、保険料の納付意識は高かったと考えられる。 

 

２ 一方、申立期間のうち昭和 40 年 12 月から 42 年３月までは、保険料

は遡って納付することが可能な期間であるが、申立人は、国民年金の保

険料を集金人にそのつど納付し遡って納付したとする記憶が明確でない

上、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、申立

人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない。 

  また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す



                      

  

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

３  その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 42 年４月から 43 年３月までの期間の国民年金保険料を納付し

ていたものと認められる。 

 

 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4484 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49 年１月から同年３月まで 

    私は、昭和 48 年４月頃Ａ町役場で国民年金に加入し、保険料も納付

した。国民年金手帳にも、保険料納付済と記載されている。申立期間が

未納になっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 48 年４月頃Ａ町役場で国民年金に加入し、保険料も納

付しており、国民年金手帳にも保険料納付済と記載されていると申し立て

ているところ、申立人の所持する国民年金手帳の昭和 48 年度国民年金印

紙検認記録欄及び国民年金印紙検認台紙欄に「昭和 48 年４月から 49 年３

月までの国民年金保険料は納付済です。」と記載されていることが確認で

きる。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から、昭和 48 年４月頃に払い出されたと推認され、この

ことからすると、申立期間は保険料を納付することが可能な期間である上、

３か月と短期間である申立期間の保険料を納付できなかった特段の事情は

見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4489 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56 年１月から同年３月まで 

私は、昭和 56 年頃にＡ町役場から国民年金保険料の納付の催促があ

り、納付したことを覚えている。申立期間の保険料が未納となっている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 56 年頃にＡ町役場から国民年金保険料の納付の催促が

あり、納付したことを覚えているとしているところ、申立人の国民年金手

帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から 50 年８

月頃に払い出されたと推認され、このことから、申立期間は保険料を納付

することが可能な期間である。 

また、申立人は、申立期間以降の国民年金保険料を全て納付しており、

納付意識は高かったと考えられる上、申立人が３か月と短期間である申立

期間の保険料を納付できなかった特段の事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6264 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間においてＡ所（現在は、Ｂ株式会社）に勤務し、Ｃ

共済組合員（以下「共済組合員」という。）であったことが認められるこ

とから、申立人の共済組合員としての資格取得日を昭和 45 年７月１日に

訂正することが必要である。 

 なお、当該期間の標準報酬月額については、18 万 7,908 円とすること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 45 年７月１日から同年 10 月１日まで 

昭和 45 年３月５日にＡ所のＤ部署にＥ員として採用され、同年７月

１日にＦ員（社員）となってＧ部署にＨ係として勤務していたにもかか

わらず、同年７月１日から同年 10 月１日までの被保険者期間の記録が

無い。申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出のあった人事記録について、Ｉ社は原本と相違ないとし

ていることから、申立人が申立期間である昭和 45 年７月１日から同年 10

月１日までＦ員として、当時のＡ所のＧ部署に勤務していることが確認で

きる。 

   また、Ｊ共済組合は、申立期間当時のＣ共済組合は公共企業体職員等共

済組合法（昭和 31 年法律第 134 号）及びＣ共済組合運営規則により、共

済組合員として対象になるのは準職員と職員が該当することから、申立人

は共済組合員であると認められると供述しているとともに、申立人が挙げ

た同期採用で一緒にＫ部署へ転勤した同僚は、申立期間においても共済組

合員であることが確認できる。 

このことから、共済組合員であった期間は、平成９年４月１日から厚生

年金保険法等の一部を改正する法律（平成８年法律第 82 号）附則第５条

の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされるから、申



                      

  

立人の共済組合員としての資格取得日に係る記録を昭和 45 年７月１日に

訂正することが必要である。 

   なお、共済年金制度では、昭和 61 年３月以前の標準報酬月額は国家公

務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和 60 年法律第 105 号）附

則第９条の規定により計算することとされており、申立人は、同法の適用

対象となる期間として、申立期間以外に 45 年 10 月から 61 年３月までの

共済組合員期間（当該期間は 18 万 7,908 円）を有している。このことか

ら、申立人の申立期間及び 61 年３月以前の共済組合員期間における標準

報酬月額に基づき、同条に規定される標準報酬月額を再計算すると、上記

の標準報酬月額と同額であることから、申立期間の標準報酬月額について

は、18 万 7,908 円とすることが必要である。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6270 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ株式会社に係る申立期間における資格取得日は昭和 51 年５

月 17 日、資格喪失日は同年８月 13 日であると認められることから、当該

期間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については８万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51 年５月 17 日から同年８月 13 日まで 

    昭和 51 年５月 17 日にＡ株式会社に入社し、同年８月まで勤務したが、

厚生年金保険の加入記録が無い。この期間を厚生年金保険の被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録により、申立人が申立期間において、Ａ株式会

社に勤務していたと認められる。 

また、申立人が提出した厚生年金基金加入員証の発行者であるＢ基金の

管理する健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人が勤務した事業

所は、Ａ株式会社であることが確認できる上、同基金の管理する厚生年金

基金加入員台帳及びＡ株式会社に係る事業所別被保険者名簿から申立人の

資格取得日は昭和 51 年５月 17 日、資格喪失日は同年８月 13 日と記載さ

れていることが確認できる。 

さらに、Ｂ基金は「申立期間当時、資格取得届及び喪失届は複写式の帳

票を使用していた。」と証言している。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 51 年５月 17 日

に厚生年金保険被保険者資格を取得し、同年８月 13 日に資格を喪失した

旨の届出を社会保険事務所（当時）に行ったと認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、上記事業所別被保険者名簿

の記録から８万円とすることが妥当である。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6271 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間①から③までに係る標準賞与額の記録については、申

立期間①は７万 3,000 円、申立期間②は 45 万 7,000 円、申立期間③は９

万 1,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 50 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年３月 15 日 

             ② 平成 19 年 11 月 30 日 

             ③ 平成 20 年３月 14 日 

    Ａに平成 17 年８月 23 日から 20 年 11 月 30 日まで勤務した期間のう

ち、３回の標準賞与額が賞与明細書と異なっている。申立期間の記録を

賞与明細書のとおりに訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①から③までについて、申立人が提出した平成 19 年３月 15 日

付け、同年 11 月 30 日付け及び 20 年３月 14 日付けの各賞与明細書より、

申立人が当該期間において賞与を支給され、厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたと認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金

保険料額又は申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であ

ることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

したがって、申立人の申立期間①から③までに係る標準賞与額は、上

記の賞与明細書の厚生年金保険料控除額から、平成 19 年３月 15 日は７万



                      

  

3,000 円、同年 11 月 30 日は 45 万 7,000 円及び 20 年３月 14 日は９万

1,000 円、とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間①から③までに係る厚生年金保険料

を納付する義務を履行したか否かについては、事業主は、「平成 19 年３

月及び同年 11 月は誤った額を届け出てしまった。20 年３月は届出を失念

した。」としており、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該期間の

標準賞与額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料（訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6274 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間③について、標準報酬月額の決定又は改定の基礎とな

る平成20年６月は標準報酬月額24万円に相当する報酬月額が事業主により

申立人へ支払われていたと認められることから、申立人のＡ株式会社にお

ける標準報酬月額に係る記録を21年２月から同年８月までは24万円に訂正

することが必要である。 

また、申立人は、申立期間④及び⑤に係る厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準賞

与額に係る記録を平成20年７月25日は2,000円、同年12月25日は17万1,000

円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成20年１月20日から同年５月21日まで 

             ② 平成20年５月21日から21年２月１日まで 

             ③ 平成21年２月１日から同年９月１日まで 

             ④ 平成20年７月25日 

             ⑤ 平成20年12月25日 

    平成20年１月20日よりＡ株式会社に勤務しているが、すぐには厚生年

金保険に加入させてもらえなかった期間及びほかの期間の標準報酬月額

について、提出した給料明細書の給与額と年金記録が一致していないの

で訂正してほしい。また、申立期間の賞与が、厚生年金保険の被保険者

記録から漏れているので正しく訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、平成20年１月20日から21年９月１日までの期間に係る年金

記録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる法律の適用について

は、特例的に、厚生年金保険の保険料徴収権が時効により消滅した期間



                      

  

のうち、申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間に

ついては、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律（以下「厚生年金特例法」という。）をその他の期間については、

厚生年金保険法を適用する、という厚生労働省の見解が示されたことを

踏まえて、当委員会では、上記各期間において、その期間に適用される

法律に基づき記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

  申立期間のうち、平成20年１月20日から21年２月１日までの期間につ

いては、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期

間であるから厚生年金特例法を、同年２月１日から同年９月１日までの

期間については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅し

ていない期間であるから、厚生年金保険法を適用する。 

  申立期間③に係る標準報酬月額については、オンライン記録によると

18万円と記録されている。しかし、申立人から提出された給与明細書及

び源泉徴収票によると、標準報酬月額の決定又は改定の基礎となる平成

20年６月において、申立人は標準報酬月額24万円に相当する報酬月額が

事業主により申立人へ支払われていたことが確認できることから、当該

期間に係る標準報酬月額の記録を24万円に訂正することが必要である。 

 

２ 申立期間④及び⑤について、申立人が提出した賞与明細書によると、

申立人は当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められる。 

  また、標準賞与額について、厚生年金特例法に基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険

料額及び申立人の賞与総支給額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内

であることから、これらの標準賞与額の低い方の額を認定することとな

る。 

  したがって、当該期間に係る標準賞与額については、上述の賞与明細

書において確認できる賞与総支給額及び保険料控除額から、申立期間④

は 2,000 円、申立期間⑤は 17 万 1,000 円とすることが妥当である。 

  なお、事業主は申立人に係る厚生年金保険料の納付義務を履行したか

否かについては、事業主への照会に対する回答を得られないが、事業主

から提出のあった賞与計算表から平成 20 年 7 月 25 日及び同年 12 月 25

日において、賞与が支給された被保険者が複数確認できるところ、これ

ら全ての者について、申立期間に係る標準賞与額の記録が確認できない

ことから、事業主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所（当

時）に提出しておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る申

立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していな



                      

  

いと認められる。 

 

３ 申立期間①については、申立人から提出された給与明細書及び申立人

の申述内容から申立人が同社に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、申立人から提出された本人名義の健康保険被保険者証

によると、資格取得年月日の欄に平成 21 年５月 21 日と記載されている

上、前述の給与明細書によると、20 年１月から同年４月までは厚生年

金保険料が控除されていないことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間②については、申立人から提出された給与明細書によると、

事業主により給与から控除された厚生年金保険料額に相当する標準報酬

月額及び報酬月額に見合う標準報酬月額は、申立人のオンライン記録の

標準報酬月額よりも低額及び同額となっていることから、厚生年金特例

法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案6276 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②について、その主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるこ

とから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を昭和48年２月から同年５月

までは11万8,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和47年10月１日から48年２月１日まで 

         ② 昭和48年２月１日から同年６月１日まで 

    ねんきん定期便が届いたことから、厚生年金保険の記録では、株式会

社Ａに勤務していたときの標準報酬月額が、昭和47年６月から同年９

月までは10万4,000円、同年10月から48年５月までは９万8,000円、同

年６月から同年11月までは11万8,000円と記録されていることを知った。 

    保存していた給与支給明細表を調べたところ、毎月の給与は変わって

いないのに、申立期間当時の標準報酬月額が下がっているのは納得が

いかないので、正しい標準報酬月額の記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人が提出した株式会社Ａの給与支給明細表

により、申立人は、その主張する標準報酬月額（11万8,000円）に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、申立人の給与支給明細表において確認できる報酬月額又は保

険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録における標準報酬月

額が一致していないところ、当該申立期間に係るオンライン記録の標準



                      

  

報酬月額は、Ｂ基金及びＣ組合における標準報酬月額と一致しているこ

とから、事業主は、当該給与支給明細表で確認できる報酬月額又は保険

料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務

所（当時）は、当該報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

２ 申立人は、申立期間①に係る標準報酬月額の相違についても申し立て

ているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律（以下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決

定し記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準

報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低

い方を認定することとなる。 

しかしながら、申立期間①における標準報酬月額については、申立人

の昭和47年11月から48年２月までの期間の給与支給明細表により、事業

主が源泉控除していたと認められる保険料控除額に基づく標準報酬月額

（９万8,000円）は、オンライン記録における標準報酬月額と一致して

いることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせ

んは行わない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6277 

 

第１ 委員会の結論    

   申立人は、申立期間③の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、株式

会社Ｂ）Ｃ工場における資格喪失日に係る記録を昭和 38 年９月１日に、

株式会社ＢのＤ工場における資格取得日に係る記録を同年９月１日に訂正

することが必要である。 

また、申立期間③の標準報酬月額については、昭和 38 年８月は２万円、 

同年９月から同年 11 月までは３万 6,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間③の厚生年金保険料を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 24 年５月１日から 27 年５月 14 日まで 

             ② 昭和 37 年 10 月１日から 38 年８月 21 日まで 

             ③ 昭和 38 年８月 21 日から同年 12 月１日まで 

    主人は、昭和 24 年５月１日にＥ株式会社（現在は、Ｆ株式会社）Ｇ

所に入社し、入社時はＨ課Ｉ係として勤めていたが、課長さんに勧めら

れてＪ課Ｋ係に異動になったと話していたが、同社での申立期間①の厚

生年金保険の記録が抜けている。また、Ａ株式会社には、昭和 34 年４

月１日に入社し、57 年６月 30 日まで継続して勤務しているが、申立期

間③の厚生年金保険の記録が無く、加入記録が途中で切れているのはお

かしいので調査してほしい。同社での申立期間②の標準報酬月額の記録

についても、前年より下がっているので、調査してほしい。 

    （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の厚生年金保険被保

険者記録の訂正を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間③について、申立人の株式会社Ｂに係る雇用保険被保険者記

録、及び同社から提出された申立人に係る辞令原簿並びに従業員台帳に



                      

  

よると、申立人は、株式会社Ｂに継続して勤務し（同社Ｃ工場から同社

Ｄ工場に異動）、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

  なお、株式会社ＢのＣ工場、同社Ｄ工場における資格喪失日及び資格

取得日については、申立人が昭和38年９月10日付けＨ兼務の辞令発令時

には、同社Ｄ工場でＬ課Ｍ係長として勤務していることが確認できるこ

と、及び39年４月１日付け辞令で同社Ｄ工場への異動が確認できる同僚

の同工場での資格取得日が発令日の翌月１日であることなどの株式会社

Ｂにおける異動日に係る記録から判断すると、38年９月１日であると認

められる。 

また、申立期間③の標準報酬月額については、申立人の昭和 38 年８

月 21 日のＣ工場における資格喪失時の記録及び同年 12 月１日の申立人

のＤ工場における資格取得時の記録から、同年８月を２万円、同年９月

から同年 11 月までの期間を３万 6,000 円とすることが妥当である。 

  なお、申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料の事業主による納付

義務の履行については、事業主は不明としており、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立どおりの被保険者資格の喪失日及び取得日に係る届出を社

会保険事務所（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関

連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 

２ 申立期間①について、Ｆ株式会社が保管していた申立人に係る厚生年

金保険被保険者資格取得届によると、事業所は、申立人が昭和 27 年５

月 14 日に厚生年金保険の被保険者資格を取得した旨の届出を同年同月

15 日に社会保険事務所に提出していることが確認できるとともに、同

社は、「申立人が、昭和 24 年５月に厚生年金保険の被保険者資格を取

得した旨の届出は行っていない。申立期間①の厚生年金保険料も控除し

ていない。」と回答している。 

また、株式会社Ｂから提出された申立人に係る従業員台帳の前職歴欄

によると、申立人は、昭和 24 年４月から 27 年３月までの期間をＮ株式

会社で事務員として勤務していたことが記載され、同年４月から 33 年

３月までの期間をＥ株式会社Ｇ所で事務員として勤務していたと記載さ

れていることが確認できる。 

さらに、申立書に添付されていた申立人の実姉が申立人の妻に宛てた

手紙では、実姉は、申立人が昭和 24 年から 26 年までの３年間を鉄工会

社で勤務し、退職してからすぐＥ株式会社Ｇ所に勤めたと思っていた旨



                      

  

を記載していることを踏まえると、申立人は、申立期間①に同社とは別

の会社に勤務していたと推認できる。 

なお、申立人が申立期間①に勤務していたと考えられるＮ株式会社は、

Ｏ地に厚生年金保険の適用事業所として２社確認できるが、Ｐ市にある

Ｎ株式会社は適用事業所となったのが昭和 32 年６月１日からであり、

Ｑ市にあるＮ株式会社は適用事業所となったのが 48 年６月１日からで

あることが確認でき、両社共に申立期間①より後に厚生年金保険の適用

事業所となっている。 

このほか、申立期間①について、申立人の厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間①について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   

  ３ 申立期間②について、申立人は、Ａ株式会社Ｃ工場における昭和 37

年 10 月から 38 年７月までの期間に係る標準報酬月額の相違について申

し立てている。 

しかしながら、申立期間当時、同工場において申立人と同じ役職（Ｒ、

Ｓ、Ｔ）にあった複数の同僚が、「自分の事業所での標準報酬月額の記

録は、事実と相違していないと思う。」と回答している上、株式会社Ｂ

からは、「申立てにある標準報酬月額の低下については、現時点で検証

する資料が無く不明であるが、社史によると、当時は業績悪化による給

与遅配や賃下げがあった事実が記載されており、その理由によるもので

はないかと考えられるが、確たる証拠は無い。」との回答があった。 

また、申立人と同じ役職にあった同僚 20 人の標準報酬月額を確認し

たところ、申立人を含め昭和 36 年９月１日資格取得時の標準報酬月額

より下がっている同僚が５人確認できるとともに、申立人より標準報酬

月額が低い班長職が３人確認できることから、事業主が、申立人の標準

報酬月額のみを同僚の取扱いと異なり低額で届出していたとは考え難い。 

さらに、申立人のＡ株式会社Ｃ工場に係る被保険者原票（紙台帳）の

標準報酬月額の欄には、「36.９.１ 24 千円」及び「37.10.１ 20 千

円」の記載が確認でき、標準報酬月額の取消し、訂正等の形跡は見当た

らない上、申立期間②に係る保険料控除額を確認できる給与明細書等の

資料が無く、申立人がオンライン記録よりも高い標準報酬月額に相当す

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたかどうかは確

認できない。 

このほか、申立期間②について、申立人の厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間②について、その

主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6278 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法

第 75 条本文の規定により、年金額の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人の標準賞与額に係る記録を申立期間①は 41 万 9,000 円、申立期間②

は 37 万 7,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年 12 月 14 日 

             ② 平成 20 年７月 31 日 

申立期間にＡ所から支給された賞与について、厚生年金保険料を控除

されていたので、年金事務所の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準賞与額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標

準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる賞与に係る保険料額及び申立人の

賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの

標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準賞与額については、申立期間に係る給料台帳

における賞与額又は保険料控除額から、申立期間①は 41 万 9,000 円、申

立期間②は 37 万 7,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る申立期間の賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主

による納付義務の履行については、当該保険料を徴収する権利が時効によ



                      

  

り消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の

届出を行っていることから、社会保険事務所（当時）は申立人に係る申立

期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6279 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法

第 75 条本文の規定により、年金額の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人の標準賞与額に係る記録を申立期間①は 33 万 5,000 円、申立期間②

は 30 万 1,000 円、申立期間③は 33 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年 12 月 14 日 

             ② 平成 20 年７月 31 日 

             ③ 平成 20 年 12 月 24 日 

申立期間にＡ所から支給された賞与について、厚生年金保険料を控除

されていたので、年金事務所の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準賞与額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標

準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる賞与に係る保険料額及び申立人の

賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの

標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準賞与額については、申立期間に係る給料台帳

における賞与額又は保険料控除額から、申立期間①は 33 万 5,000 円、申

立期間②は 30 万 1,000 円、申立期間③は 33 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る申立期間の賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主



                      

  

による納付義務の履行については、当該保険料を徴収する権利が時効によ

り消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の

届出を行っていることから、社会保険事務所（当時）は申立人に係る申立

期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6280 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法

第 75 条本文の規定により、年金額の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人の標準賞与額に係る記録を申立期間①は 36 万 3,000 円、申立期間②

は 32 万 7,000 円、申立期間③は 35 万 7,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年 12 月 14 日 

             ② 平成 20 年７月 31 日 

             ③ 平成 20 年 12 月 24 日 

申立期間にＡ所から支給された賞与について、厚生年金保険料を控除

されていたので、年金事務所の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準賞与額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標

準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる賞与に係る保険料額及び申立人の

賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの

標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準賞与額については、申立期間に係る給料台帳

における賞与額又は保険料控除額から、申立期間①は 36 万 3,000 円、申

立期間②は 32 万 7,000 円、申立期間③は 35 万 7,000 円とすることが妥当

である。 



                      

  

なお、申立人に係る申立期間の賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主

による納付義務の履行については、当該保険料を徴収する権利が時効によ

り消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の

届出を行っていることから、社会保険事務所（当時）は申立人に係る申立

期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6281 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法

第 75 条本文の規定により、年金額の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人の標準賞与額に係る記録を申立期間①は 29 万 1,000 円、申立期間②

は 26 万 2,000 円、申立期間③は 28 万 7,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 51 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年 12 月 14 日 

             ② 平成 20 年７月 31 日 

             ③ 平成 20 年 12 月 24 日 

申立期間にＡ所から支給された賞与について、厚生年金保険料を控除

されていたので、年金事務所の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準賞与額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標

準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる賞与に係る保険料額及び申立人の

賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの

標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準賞与額については、申立期間に係る給料台帳

における賞与額又は保険料控除額から、申立期間①は 29 万 1,000 円、申

立期間②は 26 万 2,000 円、申立期間③は 28 万 7,000 円とすることが妥当

である。 



                      

  

なお、申立人に係る申立期間の賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主

による納付義務の履行については、当該保険料を徴収する権利が時効によ

り消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の

届出を行っていることから、社会保険事務所（当時）は申立人に係る申立

期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6282 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法

第 75 条本文の規定により、年金額の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人の標準賞与額に係る記録を申立期間①は 25 万 2,000 円、申立期間②

は 22 万 7,000 円、申立期間③は 24 万 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年 12 月 14 日 

             ② 平成 20 年７月 31 日 

             ③ 平成 20 年 12 月 24 日 

申立期間にＡ所から支給された賞与について、厚生年金保険料を控除

されていたので、年金事務所の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準賞与額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標

準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる賞与に係る保険料額及び申立人の

賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの

標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準賞与額については、申立期間に係る給料台帳

における賞与額又は保険料控除額から、申立期間①は 25 万 2,000 円、申

立期間②は 22 万 7,000 円、申立期間③は 24 万 8,000 円とすることが妥当

である。 



                      

  

なお、申立人に係る申立期間の賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主

による納付義務の履行については、当該保険料を徴収する権利が時効によ

り消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の

届出を行っていることから、社会保険事務所（当時）は申立人に係る申立

期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6283 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法

第 75 条本文の規定により、年金額の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人の標準賞与額に係る記録を申立期間①は 12 万 1,000 円、申立期間②

は 26 万 4,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 62 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 20 年７月 31 日 

             ② 平成 20 年 12 月 24 日 

申立期間にＡ所から支給された賞与について、厚生年金保険料を控除

されていたので、年金事務所の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準賞与額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標

準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる賞与に係る保険料額及び申立人の

賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの

標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準賞与額については、申立期間に係る給料台帳

における賞与額又は保険料控除額から、申立期間①は 12 万 1,000 円、申

立期間②は 26 万 4,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る申立期間の賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主

による納付義務の履行については、当該保険料を徴収する権利が時効によ



                      

  

り消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の

届出を行っていることから、社会保険事務所（当時）は申立人に係る申立

期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6286 

 

第１ 委員会の結論  

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のう

ち、昭和 51 年 10 月は 32 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51 年 10 月１日から 52 年 12 月 21 日まで 

年金記録を確認したところ、株式会社Ａに勤務していた期間のうち、

昭和 51 年 10 月から 52 年 11 月までの標準報酬月額は 30 万円となって

おり、51 年９月までの標準報酬月額より下がっていたが、当時は 50 万

円から 60 万円ほどの給料を受けており、給料が減額されたことも無か

った。調査と記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、昭和 51 年 10 月の期間に係る標準報酬月

額については、申立人から提出された給与明細書において確認できる厚生

年金保険料控除額から、32 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が当該標準報酬月額に基づく保険料（上記訂正前の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否

かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。 



                      

  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が見当たらないことから行ったとは認められない。 

一方、申立期間のうち、昭和 51 年 11 月から 52 年 11 月までの期間につ

いては、申立人から給与明細書の提出はなく、申立人から提出された預金

通帳により確認できる入金額は一定ではないこと等から、申立人の当該期

間における報酬月額及び保険料控除額を推認することはできない。 

このほか、当該期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、当該期間において、厚生年金保険被保険者として、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主より給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6287 

 

第１ 委員会の結論  

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のう

ち、昭和 38 年 12 月から 39 年７月までは１万 2,000 円、同年８月及び同

年９月は１万 6,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年 12 月１日から 40 年１月１日まで 

             ② 昭和 59 年１月１日から 61 年１月１日まで 

             ③ 昭和 63 年１月１日から 64 年１月１日まで 

             ④ 平成３年１月１日から４年１月１日まで 

年金記録を確認したところ、申立期間の標準報酬月額が当時受け取っ

ていた給与額よりも低くなっていた。当時の給与明細書を保管している

ので、調査と記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに

基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報

酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方

の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間①のうち、昭和 38 年 12 月から 39 年９月までの

期間に係る標準報酬月額については、申立人から提出された給与明細書に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額から、38 年 12 月から 39 年７月

までは１万 2,000 円、同年８月及び同年９月は１万 6,000 円とすることが



                      

  

妥当である。 

なお、事業主が当該標準報酬月額に基づく保険料（上記訂正前の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否

かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が見当たらないことから行ったとは認められない。 

一方、申立期間①のうち、昭和 39 年 10 月から同年 12 月までの期間、

申立期間②、③及び④については、申立人から提出された給与明細書にお

いて確認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライ

ン記録の標準報酬月額を超えないことから、特例法による保険給付の対象

には当たらないため、あっせんは行わない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6291（事案 5350 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間②に係る標準報酬月額の記録については、当該期間の

うち、平成９年１月及び同年２月を 36 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 63年 10月１日から平成元年 10月１日まで 

             ② 平成６年 10 月１日から９年９月１日まで 

申立期間に係る標準報酬月額が、申立期間の前後の標準報酬月額と比

較すると低くなっている。勤務している途中で、標準報酬月額が下がっ

たり、前と同じ標準報酬月額に戻ったりすることは不自然だ。納得でき

ないので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②については、ⅰ）事業主及び申立期間当時の厚生年

金保険業務担当者の供述、ⅱ）事業主が保管する健康保険厚生年金保険

標準報酬決定通知書及び健康保険被扶養者（異動）届等に記載された標

準報酬月額が、オンライン記録と一致していること等を理由として、平

成 23 年４月 20 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われ

ている。 

 

  ２ しかしながら、今回の調査において、申立期間②のうち平成９年１月

及び同年２月については、Ａ所が保管する申立人に係る賃金台帳から、

申立人は、当該期間において、標準報酬月額 36 万円に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

したがって、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、賃金

台帳で確認できる厚生年金保険料控除額から、36 万円とすることが妥



                      

  

当である。 

なお、申立人の申立期間②のうち平成９年１月及び同年２月に係る厚

生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は申立

人に係る保険料の納付について分かる資料等を保管していないとしてお

り、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明ら

かでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当

時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 

３ 申立期間①については、申立人が提出した昭和 63 年分及び平成元年

分の給与支払報告書における社会保険料と、申立人の主張する標準報酬

月額で試算した社会保険料を比較すると、同給与支払報告書の社会保険

料の方がいずれも下回っているため、申立人の主張する標準報酬月額に

対応した社会保険料が控除されていたとは考え難い。 

 

４ 申立期間②のうち、平成６年 10 月から同年 12 月までについては、申

立人が提出した平成６年分の給与支払報告書における社会保険料と、申

立人の主張する標準報酬月額で試算した社会保険料を比較すると、同給

与支払報告書の社会保険料の方が下回っているため、申立人の主張する

標準報酬月額に対応した社会保険料が控除されていたとは考え難い。 

  また、申立人が提出した平成６年 12 月分の給与明細書によると、オ

ンライン記録の標準報酬月額 36 万円に対応した保険料が控除されてい

ることが確認できる。 

  さらに、平成８年 11 月及び９年３月の被保険者報酬月額変更届を除

いた、事業主が保管している６年 10 月、７年 10 月及び８年 10 月の被

保険者標準報酬決定通知書によると、届出されている標準報酬月額は、

オンライン記録と一致している上、申立期間②に係るオンライン記録に

よると、標準報酬月額に係る遡及訂正処理は見当たらない。 

  加えて、申立期間②のうち、平成６年 10 月から同年 11 月まで及び７

年１月から８年 12 月までの申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる

給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の

控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

５ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、



                      

  

申立人が申立期間①及び②のうち平成６年 10 月から８年 12 月まで及び

９年３月から同年８月までについて、その主張する標準報酬月額に相当

する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認め

ることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6294 

 

第１ 委員会の結論 

 申立期間①のうち、平成 13 年８月１日から 14 年 10 月１日までの期間

について、申立人が主張する標準報酬月額は 12 万 6,000 円であったとし

ているところ、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月

額は、11 万 8,000 円であったと認められることから、当該期間に係る標

準報酬月額の記録については、11 万 8,000 円に訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 13 年１月 21 日から 14 年 10 月１日まで 

             ② 平成 14 年 10 月１日から 16 年７月１日まで 

    厚生労働省の記録では、Ａ株式会社に正社員として勤務した期間のう

ち、両申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額が給与と比較し

11 万 8,000 円及び９万 8,000 円に減額されているのはおかしいので、

調査し訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①のうち、平成 13 年８月から 14 年９月までの期間について、

Ａ株式会社における申立人の標準報酬月額は、11 万 8,000 円と記録さ

れていたところ、14 年９月 18 日付けで、13 年 10 月及び 14 年 10 月の

定時決定の記録を取り消した上で、13 年８月から 14 年９月までは９万

8,000 円に遡って引き下げられていることが確認できる。 

また、Ａ株式会社では、当時の被保険者 14 人中、申立人を除く 10 人

は、平成 13 年９月 21 日付けで同年 10 月からの定時決定を取り消し、

標準報酬月額を１等級から７等級にわたってそれぞれ減額されているこ

とが認められる。 

さらに、Ｂ市役所から受領した申立人に係る平成 14 年度及び 15 年度

課税証明書と事業主から提出された給与台帳から判断すると、給与の総



                      

  

支給額はほぼ一致するものの、社会保険料控除額合計額とは一致せず、

訂正前の標準報酬月額（11 万 8,000 円）で算出するとほぼ一致するこ

とが確認できる。 

加えて、当時の同僚で回答のあった二人は、「遡及訂正処理は事業主

及び専務が行った。」と供述しており、また、「資金繰りが悪くなり給

与の遅配が行われ、社長より社会保険庁(当時)の担当者と相談して社会

保険料を下げたと話があった。」とも供述している。 

これらを総合的に判断すると、平成 14 年９月 18 日付けで行われた遡

及訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った

当該遡及訂正処理に合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは

認められない。このため、当該遡及訂正処理の結果として記録されてい

る申立人の 13 年８月から 14 年９月までの標準報酬月額の記録について、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た 11 万 8,000 円に訂正すること

が必要である。 

一方、申立期間①のうち、平成 13 年１月 21 日から同年８月１日まで

の期間について、申立人は標準報酬月額を 12 万 6,000 円であったと主

張しているところ、オンライン記録によると、申立人の標準報酬月額は、

資格取得時である同年１月 21 日に 11 万 8,000 円に決定されている上、

上記遡及訂正処理との直接的な関係をうかがわせる事情は見当たらず、

社会保険事務所の処理が不合理であったとはいえない。 

また、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を確認

できる給与明細書等も無い上、事業主から提出された申立人に係る給与

台帳からは、オンライン記録上の標準報酬月額に見合う保険料額と同額

が控除されていることが確認できる。 

このほか、申立期間①のうち、平成 13 年１月 21 日から同年８月１日

までの期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①のうち、平成

13 年１月 21 日から同年８月１日までの期間について、その主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主より給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

２ 申立期間②について、Ａ株式会社から提出のあった申立人に係る給与

台帳によると、申立人の標準報酬月額は、オンライン記録により確認で

きる標準報酬月額より高額であるものの、事業主はオンライン記録どお

りの標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を給与から控除していたと認

められる。 



                      

  

  このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の

控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間②について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6295 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、申立人の有限会社Ａにおける資

格取得日に係る記録を平成９年１月１日に訂正し、同年１月の標準報酬月

額を 24 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成７年 10 月１日から８年５月 29 日まで 

② 平成９年１月１日から同年２月３日まで 

    申立期間①について、厚生年金保険料として平成７年５月から８年５

月まで給与から同じ金額（１万 6,500 円）を控除されていたのに、７年

10 月に標準報酬月額が 20 万円から 18 万円に下がっているので、申立

期間の標準報酬月額を 20 万円に訂正してほしい。 

また、申立期間②について、保険料の控除は 23 月について行われた

が、日本年金機構の記録では加入期間は 22 月しかないので、申立期間

を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、有限会社Ａに係る給与支払明細書より、申立人

は当該期間において同社に継続して勤務し、厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていることが確認できる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、給与支払明細書の厚生年

金保険料控除額から、24 万円とすることが妥当である。 

なお、当該期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該事業所は既に解散しているため確認することができない上、元

役員の一人は当時の資料が無いことから不明としているが、当該事業所



                      

  

が当時加入している厚生年金基金における申立人の資格取得日は、オン

ライン記録における資格取得日と一致しており、厚生年金基金及び社会

保険事務所（当時）の双方が誤って記録したとは考え難いことから、事

業主は、給与支払明細書において保険料を控除され、資格取得したと認

められる平成９年１月については社会保険事務所に届け出ておらず、そ

の結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料の納入告知を

行っておらず、事業主は、当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

２ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てている

が、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、

これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控

除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれ

ぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬

月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

オンライン記録によれば、申立人の標準報酬月額は平成７年４月の資

格取得時に 20 万円と決定され、同年 10 月の定時決定において 18 万円

とされているが、当該定時決定は、同年５月から同年７月まで３か月間

の報酬の総額を３で除して得た額に基づき決定されることとなるところ、

当該算出額はオンライン記録と一致する。 

また、申立人から提出のあった株式会社Ｂにおける給与明細書により、

申立人が申立期間①に係る保険料として控除された額は、平成７年９月

分以前の保険料額と同額であり、当該保険料額に相当する標準報酬月額

は 20 万円であることが確認できるものの、給与支払明細書において確

認できる支給額合計に相当する申立期間①の標準報酬月額は、オンライ

ン記録の標準報酬月額（18 万円）を上回らないことから、特例法によ

る保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6298 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、平成 15 年 12 月

15 日を１万 8,000 円に、16 年３月 15 日を７万 7,000 円に、18 年 12 月 15

日を 28 万 3,000 円に、19 年３月 15 日を４万 8,000 円に、同年６月 29 日

を 22 万 9,000 円に、同年 12 月 14 日を 31 万 6,000 円に、20 年７月 31 日

を 33 万 9,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年 12 月 15 日 

             ② 平成 16 年３月 15 日 

             ③ 平成 18 年 12 月 15 日 

             ④ 平成 19 年３月 15 日 

             ⑤ 平成 19 年６月 29 日 

             ⑥ 平成 19 年 12 月 14 日 

             ⑦ 平成 20 年７月 31 日 

    平成 15 年 12 月 15 日から 20 年７月 31 日までの期間にＡ所から、支

給された賞与７回分の記録が無い。保険料控除の事実を確認できる賞与

明細書を提出するので、厚生年金保険の被保険者記録として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持している賞与明細書及び事業所から提出された賃金台帳に

より、申立人は、申立期間において、当該賞与に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる賞与に係る



                      

  

厚生年金保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範

囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

したがって、申立期間に係る標準賞与額については、上記の賞与明細書

及び賃金台帳において確認できる保険料控除額又は賞与額から、平成 15

年 12 月 15 日は１万 8,000 円に、16 年３月 15 日は７万 7,000 円に、18 年

12 月 15 日は 28 万 3,000 円に、19 年３月 15 日は４万 8,000 円に、同年６

月 29 日は 22 万 9,000 円に、同年 12 月 14 日は、31 万 6,000 円に、20 年

７月 31 日は 33 万 9,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る厚生年金保険料の納付義務を履行したか

否かについては、申立期間に係る賞与支払届の提出を行っていないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る当該期間

の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6299 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社における資格喪

失日に係る記録を昭和 44 年１月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額

に係る記録を２万 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年 12 月 31 日から 44 年１月１日まで

② 昭和 48 年 12 月 30 日から 49 年１日１日まで 

   申立期間①については、Ａ株式会社を昭和 43 年 12 月末に退職したの

で、厚生年金保険の資格喪失日は 44 年１月１日になるはずである。申

立期間②については、Ｂ株式会社Ｃ工場を 48 年 12 月末に退職したので、

厚生年金保険の資格喪失日は 49 年１月１日になるはずである。 

両申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、雇用保険の被保険者記録及び事業主の証言に

より、申立人が申立期間においてＡ株式会社に継続して勤務し、当該期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

 また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社に

おける昭和 43 年 11 月の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録か

ら、２万 8,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は不明としているが、厚生年金保険及び厚生年金基金の記録にお

ける資格喪失日が雇用保険の記録における離職日と一致しており、Ｄ基



                      

  

金及び社会保険事務所（当時）の双方が誤って同じ資格喪失日と記録し

たとは考え難いことから、当該社会保険事務所の記録どおりの届出が事

業主から行われ、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 43

年 12 月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所

が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料を充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る

申立期間①の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

  ２ 申立期間②については、Ｂ株式会社は、申立期間に係る保険料の控除

及び納付については不明と回答しているが、事業主が提出した申立人

に係る資料により、申立人が昭和 48 年 12 月 29 日に退職していること

が確認できる。 

また、雇用保険の記録により、申立事業所における申立人に係る雇用

保険の離職日は昭和 48 年 12 月 29 日であることが確認できるところ、

申立人と同じ同年 12 月 30 日に厚生年金保険の資格を喪失した同僚３人

の雇用保険の離職日は、いずれも申立人と同じ同年 12 月 29 日であるこ

とが確認できる。 

 さらに、申立人は同僚への照会を希望していないことから、申立人が

申立期間②に継続して勤務していたこと及び厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる供述を得ることができない。 

加えて、申立人が申立期間②について、厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間②おける厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当らない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4472 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 11 年４月から 12 年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

また、申立人の平成 12 年４月から 16 年３月までの期間については、学

生納付特例期間であったものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 53 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成 11 年４月から 12 年３月まで 

② 平成 12 年４月から 16 年３月まで 

        私は、20 歳になった平成 10 年＊月頃、両親に、私の学生期間の国民

年金保険料については免除の手続をしておくように依頼し、両親は、私

の学生期間の免除申請を行った。申立期間①及び②当時は、私は大学生

であり、申立期間①が免除、申立期間②が学生納付特例期間となってい

ないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、申立人は、20 歳になった平成 10 年＊月頃、

その両親に、申立人の学生期間の国民年金保険料については免除の手続を

しておくように依頼し、その両親は、申立人の学生期間の免除申請を行っ

たとしている。しかしながら、申立期間当時は、免除の申請は毎年度実施

することとされ、また、学生納付特例の手続は免除申請手続とは別に行う

必要があったところ、その父は、申立人の学生期間の免除申請については

１度だけ行ったと証言しており、オンライン記録では申立期間①直前の平

成 10 年２月から 11 年３月までの期間が免除期間となっていることから、

その父が免除申請を行い承認された期間は、この 10 年２月から 11 年３月

までの期間であったと推認され、また、申立人は申立期間①及び②に係る

免除及び学生納付特例の申請には関与していないことから、これらの状況

が不明である。 

また、申立人が申立期間①について免除の承認を受けたこと及び免除申



 

  

請書を提出したことを確認できる資料は無く、申立期間②について学生納

付特例の承認を受けたこと及び学生納付特例申請書を提出したことを確認

できる資料は無く、ほかにこれらの承認を受けたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

さらに、国民年金の事務処理については、昭和 59 年２月以降は記録管

理業務がオンライン化され、電算による納付書作成、領収済通知書の光学

式文字読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が図られた上、

平成９年１月に基礎年金番号が導入されており、申立期間において記録漏

れや記録誤り等の生じる可能性は極めて低くなっていると考えられる。 

加えて、申立事案の口頭意見陳述においては、申立期間①の免除及び申

立期間②の学生納付特例について申請を行い、承認を受けたことを裏付け

る事情をくみ取ろうとしたが、具体的な新しい証言や証拠を得ることはで

きなかった。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間①の国民年金保険料を免除されていたものと認

めることはできない。また、申立期間②が学生特例納付期間であったもの

と認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4473 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年９月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年９月から 53 年３月まで 

    私は、会社を辞めた昭和 48 年９月頃、再就職先が個人経営の店舗で

あったので、Ａ市（現在は、Ｂ市）で国民年金の加入手続をし、申立期

間の国民年金保険料は私が納付していた。申立期間が未納となっている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、会社を辞めた昭和 48 年９月頃、Ａ市で国民年金の加入手続

をし、申立期間の国民年金保険料は申立人自身が納付していたとしている。

しかしながら、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間に係る保険料

納付に関する記憶が明確でなく、これらの状況が不明である。 

また、Ａ市の国民年金被保険者名簿によると、申立人は、昭和 53 年４

月 21 日に加入届を行った記録となっている上、申立人の国民年金手帳記

号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から、53 年４月

頃に払い出されたと推認されることから、その時点では、申立期間のうち

48 年９月から 50 年 12 月までの期間は時効により保険料を納付できない

期間であり、51 年１月から 53 年３月までの期間は遡って保険料を納付す

る期間であるが、申立人は、遡って保険料を納付した記憶は無いと申述し

ている上、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう



 

  

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4476 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年４月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52 年４月から 54 年３月まで 

    私は、ねんきん特別便で国民年金に未加入及び未納期間があることを

知った。国民年金保険料は、私がＡ銀行（現在は、Ｂ銀行）Ｃ支店かＤ

市役所内のＡ銀行派出所で納付した。申立期間が未納となっていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、自ら国民年金に加入し、国民年金保険料をＡ銀行Ｃ支店か、

Ｄ市役所内の同銀行派出所で納付したと主張しているが、国民年金の加入

時期、納付書の形式、納付場所を特定できないなど国民年金の加入手続及

び保険料納付に関する記憶が明確でなく、これらの状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から昭和 54 年９月頃に夫婦連番で払い出されたと推認さ

れるところ、申立人が現在所持している年金手帳の初めて被保険者になっ

た日欄には「昭和 53 年 12 月 26 日」と記載され、オンライン記録の資格

取得日も同年同月同日とされていることから、その時点では、申立期間の

うち 52 年４月から 53 年 11 月までの期間は未加入期間であり、制度上国

民年金保険料を納付することはできない。また、申立期間のうち 53 年 12

月から 54 年３月までの期間は過年度納付により保険料を納付することが

できる期間であるが、申立人は、保険料をまとめて納付した記憶は無いと

している上、申立人に係るＤ市の被保険者名簿の 53 年度欄には「拒否」

と押印されている。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、３か月１万

3,300 円と主張しているが、実際の保険料は、３か月 6,600 円及び 8,190



 

  

円であり、申立人が主張する額と大差になっている。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4483 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年４月から同年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63 年４月から同年８月まで 

    私は、昭和 63 年４月頃Ａ市役所で国民年金に加入し、同年７月又は

同年８月頃に郵送された納付書で、５万円強くらいの保険料を納付した

記憶がある。申立期間が未納になっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 63 年４月頃Ａ市役所で国民年金に加入し、同年 63 年７

月又は同年８月頃に郵送された納付書で、５万円強くらいの保険料を納付

したとしているが、申立人の加入手続及び保険料納付等の記憶が明確でな

く、これらの状況が不明である。 

また、オンライン記録によると、申立期間は、平成 10 年７月 31 日に資

格得喪記録が追加された際に未納期間となったものであり、それまでは未

加入期間であり、制度上国民年金保険料の納付はできなかった期間であっ

たと考えられる。 

さらに、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、

申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された形跡はうかがえない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4485 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成５年８月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年８月から同年 12 月まで 

    会社を辞めた翌月の平成５年８月頃、Ａ市役所で国民健康保険と国民

年金の加入手続を行った。その際に、私の妻の国民年金の加入手続も併

せて行ったと記憶している。保険料は納付書が送られてきたので、Ｂ銀

行等で毎月納付していた。申立期間の保険料が未納となっていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を辞めた翌月の平成５年８月頃、Ａ市役所で国民健康保

険と国民年金の加入手続を行い、その際に、その妻の国民年金の加入手続

も併せて行ったと記憶しており、保険料は納付書が送られてきたので銀行

等で毎月納付していたと申し立てているが、オンライン記録によると、申

立期間は 10 年８月３日に国民年金被保険者資格の得喪記録が追加された

結果生じた未納期間である上、Ａ市の国民年金の電算データにも申立期間

の最初と最後の日がそれぞれ資格取得日及び資格喪失日として職権により

入力されていることが確認できることから、申立期間は未加入期間であっ

たと推認され、制度上保険料を納付することはできなかったと考えられる。 

また、申立期間に申立人と一緒に国民年金の加入手続を行ったとするそ

の妻も、オンライン記録によると、その期間は平成９年４月 17 日に得喪

記録が追加訂正された結果生じた未納期間であり、それまでは未加入期間

であったと推認され、制度上保険料を納付することはできなかったと考え

られる上、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、

申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連



 

  

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情が見当たらず、申立事案の口頭意見陳述においても、

国民年金の加入手続及び保険料の納付状況について、当初の申立て以上に

具体的な申述が得られなかった。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4486（事案 3713 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年１月から 62 年５月までの期間及び 63 年３月から平

成３年 11 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 59 年１月から 62 年５月まで 

                     ② 昭和 63 年３月から平成３年 11 月まで 

私は、昭和 56 年３月にＡ所に入社後、同年５月に厚生年金保険に加

入させられていたことから、就業形態を臨時の条件に変更し、厚生年金

保険を脱退して国民年金に加入した。58 年２月から 11 か月間は、再度、

厚生年金保険に加入していたことになっていた。その後、Ｂ所に入社し

てからも一時は厚生年金保険に加入したが脱退し国民年金に加入した。

申立期間①及び②ともＣ区役所で国民年金の加入手続を行い、保険料は

郵便局や銀行で納付していたはずである。申立期間の保険料が未納とな

っていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②に係る申立てについては、申立人は、厚生年金保険に

加入させられていたことから、就業形態を臨時の条件に変更し、厚生年金

保険を脱退して国民年金に加入し、申立期間①及び②の国民年金保険料を

納付書により郵便局や銀行等で納付していたとしているが、申立期間①及

び②は平成６年１月及び９年 10 月の国民年金被保険者資格の得喪記録の

追加により生じた未納期間であり、それまでは未加入期間であったと考え

られることから制度上保険料を納付することはできない期間である上、記

録が追加された時点では申立期間①及び②は時効により保険料を納付でき

ない期間であること等から、既に当委員会の決定に基づく 22 年 10 月 14

日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回の申立てにおいて、申立人から、新たな証拠や証言の提示は無く、



 

  

これまでに収集した資料等を含めて再度検討したが、当委員会の当初の決

定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は申立期間①

及び②の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4487 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年１月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年１月 

    私は会社退職後、求職中であった平成３年１月の終わり頃に、Ａ市役

所（現在は、Ｂ市Ｃ区役所）から国民年金保険料を納付するように通知

が送られてきたので、同市役所の左側の突き当たりにあった年金課の窓

口に出向き、現金で１か月分の保険料を納付した記憶がある。申立期間

が未加入期間になっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社退職後、求職中であった平成３年１月の終わり頃に、Ａ

市役所から国民年金保険料を納付するように通知が送られてきたので、同

市役所の左側の突き当たりにあった年金課の窓口に出向き、現金で１か月

分の保険料を納付したと申し立てているが、オンライン記録によると、申

立期間は未加入期間であり、制度上保険料を納付することができない期間

であると考えられる上、当委員会においてオンラインの氏名検索等により

調査したが、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当た

らない。 

また、申立人は、自身の公的年金加入履歴等を記載したとするメモを所

持しており、そのメモの平成３年１月の日付欄には、「１月分国民年金市

役所へ支払う」と記載がある。しかしながら、そのメモは国民年金保険料

額や納付年月日が記載されていない上、申立人の国民年金の加入手続及び

保険料納付に関する記憶が明確でないため、これらの状況が不明である。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示すほか

の関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4488 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年３月から平成元年６月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63 年３月から平成元年６月まで 

    私が 20 歳になった昭和 63 年頃、母が私の国民年金の加入手続をＡ市

役所で行い保険料を納付してくれたと思う。平成３年頃に未納分の督促

が私のもとに同市役所から送られてきたので、当時既に結婚が決まって

いた主人に相談したところ、納付するように言われたので、３回又は４

回に分けてＢ銀行（現在は、Ｃ銀行）で保険料を納付した。納付した金

額は全部で 10 万円を超えていたと記憶している。申立期間の保険料が

未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人が 20 歳になった昭和 63 年頃、その母がＡ市役所で申

立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付してくれたはずであり、

平成３年頃に同市役所から申立人のもとに未納分の督促が送られてきたの

で、申立人は３回又は４回に分けて銀行で保険料を納付したと申し立てて

いるが、国民年金の加入手続及び保険料納付を行ったとするその母は既に

他界しており、申立人は、国民年金の加入手続及び当初の保険料納付に関

与していない上、申立人の記憶も曖昧であるため、これらの状況が不明で

ある。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から平成３年８月頃に払い出されたと推認され、その時点

では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間である上、当委員

会においてオンラインによる氏名検索等により調査したが、申立人に別の

国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連



 

  

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 6265 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 50 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間  ：  ① 平成 20 年６月 30 日 

             ② 平成 20 年 12 月 10 日 

Ａ所から支給された申立期間の賞与について、年金事務所に対する届

出が遅れたことにより厚生年金保険法第 75 条（保険給付の時効の規

定）に該当し、年金額の計算の基礎とならない記録とされているので、

正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間①及び②における標準賞与

額は、当初、平成 20 年６月 30 日は 52 万 5,000 円、同年 12 月 10 日は 57

万 5,000 円と記録されていたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効に

より消滅した後の 23 年５月に、20 年６月 30 日は 56 万 2,000 円、同年 12

月 10 日は 61 万 5,000 円に訂正されているところ、厚生年金保険法 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額は、当該訂正後

の標準賞与額ではなく、当初、記録されていた標準賞与額となっている。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これ

に基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除して

いたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞

与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額

を認定することとなる。 

したがって、申立人から提出された賞与支給明細書によれば、各申立期

間の賞与総支給額は、オンライン記録上の標準賞与額と一致しており、控

除された各申立期間に係る厚生年金保険料についてもオンライン記録上の

標準賞与額に基づく保険料と一致していることが確認できることから、特

例法による記録訂正の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 



  

埼玉厚生年金 事案 6266 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ：  平成 10 年 10 月１日から同年 11 月１日まで 

日本年金機構から厚生年金記録のお知らせが届き、Ａ株式会社に勤務

していた平成 10 年６月から同年 10 月までの期間のうち、10 月の標準

報酬月額だけが 30 万円から 24 万円に下がっているが、そんなはずがな

いので申立てをする。申立期間の標準報酬月額を調査の上、訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間において、平成 10 年６月 22 日から同年 10 月 31 日

までＡ株式会社に勤務し、同社に 30 万円の標準報酬月額の約束で入社し

たにもかかわらず、同年 10 月に 24 万円に下がったことに対して申し立て

ているところ、オンライン記録により、申立期間に係る標準報酬月額が、

被保険者資格取得時（被保険者資格取得日は 10 年６月 22 日）においては

30 万円、同年 10 月の定時決定においては 24 万円となっていることが確

認できる。 

これについて、Ａ株式会社は、「申立人については、日給月給対象者で

あり、入社時は 30 万円の約束であったが、給与明細書より平成 10 年７月

について欠勤が確認できることから、欠勤控除により算定基礎届における

定時決定の対象月の報酬月額が 24 万円になったのではないかと思う。」

と証言しているところ、同社が提出した給与明細書より、10 年７月の給

与支給額は 23 万 9,240 円となっており、同年 10 月１日の定時決定時の標

準報酬月額（24 万円）に見合う額となっていることが確認できる。 

このことから、通常、平成 10 年 10 月１日の定時決定は、同年５月から



  

同年７月までの月を算定対象月とし標準報酬月額を決定するところ、申立

人については同年６月 22 日に入社したため、同年７月だけが算定対象月

となることから同月分の給与に基づき届出が行われ、同年 10 月からの申

立人の標準報酬月額は 24 万円と決定されたことがうかがえる。 

また、Ａ株式会社が提出した給与明細書からは、申立期間に係る厚生年

金保険料控除額は確認できず、当該期間の厚生年金保険料控除額に見合う

標準報酬月額について、確認することができない。 

このほか、申立期間に係る厚生年金保険料が控除されていたことを確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案6267 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ： 

 

２  申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和44年６月１日から同年12月28日まで 

         ② 昭和45年１月９日から同年６月７日まで 

         ③ 昭和45年６月８日から同年11月22日まで 

         ④ 昭和46年１月11日から同年９月11日まで 

平成21年８月に社会保険事務所（当時）で年金記録を確認した際に、

株式会社Ａ、Ｂ株式会社、Ｃ株式会社での厚生年金保険の被保険者期間

について脱退手当金が支給された期間となっていることを知った。これ

らの会社にいた時には厚生年金保険に加入していたことも知らなかった

し、脱退手当金をもらう手続をした記憶も無い。 

申立期間について、厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る脱退手当金裁定請求書には、申立人の署名押印及び住所

の記載が確認できるが、当該住所は、脱退手当金裁定請求当時に申立人が

居住していた住所であることが確認できることなどから、当該脱退手当金

は、申立人の意思に基づき請求されたものと考えられる。 

また、申立期間の脱退手当金の支給金額額に計算上の誤りは無く、当該

脱退手当金が、Ｄ社会保険事務所（当時）において昭和47年３月21日に請

求され、同年４月19日にＣ株式会社の本社を管轄するＤ社会保険事務所

（当時）に当該請求書が送付されていることが確認できるとともに、当該

社会保険事務所の裁定伺書では、同年５月11日に裁定が行われ、同年５月

19日に送金したことが記載されているなど、一連の事務処理に不自然さは

うかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手



  

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 6268 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 32 年 12 月２日から 37 年１月１日まで 

    平成 22 年９月頃、脱退手当金に関するお知らせが届き、Ａ有限会社

に勤務していた期間が脱退手当金受給済みとなっていることを知った。

脱退手当金をもらった記憶は無いので、申立期間を厚生年金保険被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた事業所の被保険者名簿に記載されている女性のう

ち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 37 年１月の前

後２年以内に資格喪失した脱退手当金の受給資格を満たす者９人の脱退手

当金の支給記録を確認したところ、７人に脱退手当金の支給記録があり、

うち６人が約４か月以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、申立

人と同日に資格喪失した者の脱退手当金の支給決定日は申立人と同日であ

ることから、申立人についてもその委任に基づき事業主による代理請求が

なされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の

支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手

当金は、厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後の昭和 37 年５

月２日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえ

ない。 

さらに、申立人は脱退手当金を受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 6269 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年２月１日から同年 10 月 29 日まで 

Ａ株式会社における申立期間の標準報酬月額が、50 万円から 17 万円

に訂正されているが、社会保険の事務手続を行っていた自分が当該訂正

を届け出たか否か分からない。申立期間の標準報酬月額の記録を 50 万

円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間の標準報酬月額は、当初申

立人が主張する 50 万円と記録されていたところ、平成８年 10 月 29 日に、

同年同月１日付け定時決定を取り消した上で、同年２月１日に遡って申立

人の標準報酬月額を 17 万円とする随時改定が行われ、同時に申立人の厚

生年金保険被保険者資格を喪失させる処理が行われていることが確認でき

る。 

一方、商業登記簿により、申立人は申立期間当時、Ａ株式会社の代表取

締役であったことが確認できる上、申立人は、「社会保険の手続は自分が

行っていた。平成８年 10 月 29 日に厚生年金保険から脱退したのは、会社

の経営状況が厳しく、保険料の負担を抑えるためだった。」と供述してい

ることから、同日に行われた一連の随時改定処理等について、社会保険事

務所（当時）が、代表取締役であった申立人の関与無しに、勝手に処理を

行ったものと認めることはできない。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負っ

ている代表取締役である申立人が、自らの標準報酬月額に係る記録訂正処

理の無効を主張することは信義則上許されず、申立期間における標準報酬

月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 6272（事案 4394 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 28 年１月から 32 年 12 月まで 

 昭和 28 年頃、Ａ区Ｂ町＊丁目のＣ株式会社に入社し、工場長の指導

でＤ業務に従事した。32 年頃、病気のため一旦休職して、35 年 11 月に

再度、Ｃ株式会社に入社した。この会社に住所を移して住み込みで働い

ていた。会社に年金に入らないと言った覚えは無いのだから、自動的に

加入させるのが会社の責務だと思う。法律で加入しなくても良い制度が

あるのが問題である。申立期間にＣに働いていたのは間違いないので、

申立期間について、再調査して被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    当初の申立てにおいて、Ｃ株式会社のＥ部は、全て従業員による請負制

の製造となっていて厚生年金保険には未加入であったとの同僚供述がある

こと、申立人が当時の同僚として名前を挙げた者及び同僚が申立人と同じ

職種だったとして名前を挙げた者の中に、同社における厚生年金保険の被

保険者記録が無い者が確認できること、及び申立人の申立期間における厚

生年金保険料の控除が確認できないこと等を主な理由として、既に当委員

会の決定に基づいて平成 22 年 10 月 20 日付け年金記録の訂正は必要でな

いとする通知が行われている。 

今回、申立人は、申立期間について「自分は会社に雇われ、Ｆ業務の仕

事をしていたので社会保険に加入していたはずだ。」として、再申立てを

行っている。 

再申立に係る調査において、同僚照会を申立人が休職後の再入社した頃

に、厚生年金保険の被保険者資格を取得した同僚に対して範囲を広げて同

僚照会を行ったところ、Ｅ部の複数同僚から供述が得られ、そのうちの一



  

人は、「Ｇ職経験者はＣ株式会社社長がＨを持ってきて、簡単なＩ等の課

題を出して技能をチェックして担当を決め、未経験者の場合は、Ｈの名前

を覚えたり、算数を勉強したりしてＦ業務を覚える。Ｆ業務はＥ部の一部

門であり、Ｇ職になる前の基礎段階であり、早くても３年間はＧ職にはな

れない。入社する段階で報酬については業務と関連して説明があったはず

である。私の厚生年金保険は『Ｊ制』（請負制）の途中から昭和 35 年７

月に加入させていただいた。」と供述している。 

また、別の同僚の一人は、「私は、数年ほかのＫ店で経験してから、昭

和 32 年に入社した時点で『Ｊ制』のＧ職従事者と言われ、社内外注の扱

いで請負仕事の成果で報酬をもらっていた。しかし、一度辞めて、それか

ら５年後に再入社した時に社会保険に加入させてもらった。昭和 35 年、

36 年頃から『Ｊ制』でも徐々に社会保険への加入が浸透して行ったと記

憶している。」と供述している。 

さらに、上記の供述及びほかの同僚の供述から、申立期間当時のＦ業務

は、Ｅ部の業務の一部門であり基本的にはＪ制に発展させて行く前段階で

あり、見習期間としての位置づけであったことがうかがえる。 

加えて、上述の同僚は、『Ｊ制』（請負制）から給与制に変わった前後

の精算書を保管しており、『Ｊ制』（請負制）の期間においては保険料控

除記載は無く厚生年金保険の加入後は保険料が控除されていることが確認

でき、『Ｊ制』（請負制）でも厚生年金保険に加入する前は保険料が控除

されていないことが確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人の主張は、いずれも委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情と

は認められず、そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は

見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めるこ

とはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 6273 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年７月から13年９月まで 

Ａ職としてＢ所に勤務していた期間のうち、申立期間について、それ

までの標準報酬月額が 38 万円だったのに 28 万円に引き下げられている

ので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、平成７年７月１日付けの随時改定により、標

準報酬月額が 38 万円から 28 万円に引き下げられているところ、申立人は

申立期間について標準報酬月額の相違を申し立てている。 

しかしながら、申立期間のうち、平成７年７月から 12 年 11 月までの期

間については、Ｂ所の事業主は、「当該期間の人事関係等資料が保管され

ていないため、不明。」と回答している上、申立期間当時に同所に勤務し

ていた複数の元同僚に照会した結果、具体的な供述を得ることができない

ことから、申立人が主張している報酬月額や保険料控除額を確認すること

ができない。 

一方、同所の事業主が提出した申立人に係る平成６年７月から７年４月

までの従業員月別給料一覧表（以下「給料一覧表」という。）により、事

業主が源泉控除していたと認められる保険料控除額に基づく標準報酬月額

はオンライン記録における標準報酬月額と一致していることが確認できる

ところ、事業主は、「給料一覧表から申立人の申立期間の標準報酬月額が

大幅に下がった原因は、平成６年７月の給与時の時間外手当が 10 万

4,185 円、同年８月が９万 6,480 円となっており、同年９月以降の時間外

手当は１万 506 円から３万 4,145 円までの間の額となり減少しているため



  

と考えられる。」と回答している。 

また、同所の総務担当者は、「申立人の標準報酬月額が引き下がった時

期は、申立人の配属先がＣ勤務からＤ勤務に変更となったことで、申立人

の時間外手当が減少したことにより、標準報酬月額に 10 万円の差が出て

しまったのだと思う。」と供述している。 

さらに、事業主が提出した申立人に係る平成７年７月の健康保険厚生年

金保険被保険者標準報酬改定通知書の備考欄には、「昇（降）給差の月

額：5,000 円」、「昇（降）給月：７年４月」、「勤務交代の為、時間外

減」と記載されており、７年３月及び同年４月の給料一覧表を比較すると、

基本給は 4,000 円増、調整手当は 1,000 円増で合計 5,000 円の固定給が増

額していることが確認でき、上記標準報酬改定通知書の記載内容と一致し

ていることが確認できる上、標準報酬改定の基礎となる７年４月から同年

６月までの報酬月額は、当該標準報酬改定通知書と給料一覧表が一致して

いることが確認できることから、申立人の標準報酬月額の決定については、

正しく決定されていることが確認でき、オンライン記録とも一致している。 

加えて、申立人のオンライン記録には、標準報酬月額の取消し及び遡及

訂正等の不合理な処理の痕跡は見当たらない。 

このほか、申立期間のうち、平成７年７月から 12 年 11 月について、申

立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除額について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

一方、申立期間のうち、平成 12 年 12 月から 13 年９月までの期間につ

いては、申立人が提出した 13 年４月分給与支給明細書及び 13 年分給与所

得の源泉徴収票により、当該期間において、給与を支給され、厚生年金保

険料を事業主より給与から控除されていることが確認できるが、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及

び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であること

から、これらの標準報酬月額のいずれか低い方を認定することとなる。 

当該期間については、上記給与支給明細書及び 13 年分給与所得の源泉

徴収票により、事業主が源泉控除していたと認められる保険料控除額に基

づく標準報酬月額は、オンライン記録における標準報酬月額と一致してい

ることから、特例法に基づく保険給付の対象に当たらないため、あっせん

は行わない。 



  

埼玉厚生年金 事案 6275 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33 年７月１日から 34 年２月５日まで 

    Ａ株式会社に昭和 33 年７月１日に入社したが、厚生年金保険の被保

険者記録回答票によると、34 年２月５日から同年３月 15 日及び同年６

月１日から 37 年 10 月 31 日までの記録しかない。申立期間はＢ部のＣ

作業（Ｄ班）を担当して、給与からも社会保険、寮費、食費等も控除さ

れていたので、この期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶している事業所所在地、複数の同僚名及び勤務実態に係る

申立内容並びに申立期間当時に勤務していた同僚の供述から、期間の特定

はできないものの、申立人が申立期間においてＡ株式会社に勤務していた

ことがうかがえる。 

しかしながら、申立人の当時の直属の上司は、「私は経験者として入社

しているので、途中入社の申立人と入社条件の相違は無いが、私自身も入

社から厚生年金保険に加入するまで 11 か月の誤差がある。当時、社会保

険制度に国民はそれほど関心も無く、中小企業に入社と同時に年金に加入

するものだという意識は、従業員には無かった。」と供述している上、同

社Ｂ部の当時の責任者は、「昭和 30 年代は商店から会社組織に変わる時

であり、従業員は 200 人くらい、１日の労働時間は 12 時間、Ｅ工程は１

日２交代で、労務管理が行き届かない時期だった。社会保険については、

申立人の申立期間の頃は見習期間があったと思う。自分自身も社会保険に

加入したのは、入社後１年以上たってからだった。」と供述している。 

また、申立人が記憶している同僚 14 人及びＡ株式会社に係る健康保険



  

厚生年金保険被保険者名簿から申立期間に被保険者記録がある３人の合計

17 人に同僚照会し、13 人から回答を得たところ、申立人と同様に入社し

てから７か月から１年以上後で厚生年金保険に加入となっている同僚が３

人、入社日と厚生年金保険の加入日が相違していると回答した同僚が６人

確認できることから、同社での入社後の厚生年金保険の加入についての取

扱いは一律ではなかったことがうかがえる。 

さらに、Ａ株式会社は昭和 39 年４月９日に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっており、申立期間当時の事業主及び工場長は既に死亡している

上、前記同僚照会から具体的な供述が得られないことから、申立人の申立

期間の厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

加えて、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申

立期間及びその前後の期間に申立人の氏名は見当たらず、健康保険の整理

番号に欠番も無い。 

このほか、申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金

保険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い上、

申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 6284 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 明治 41 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 17 年６月１日から 19 年３月 21 日まで 

    私の実父は、昭和 17 年６月頃からＡ市に所在していたＢ株式会社で

働いていたが、米軍の空襲が激しくなったので、昭和 19 年３月頃より

実家に近い同社Ｃ所に転勤して働いていたが、厚生年金保険被保険者の

記録が無い。年金事務所に記録確認の期間照会をしたら、Ｃ所の被保険

者記録が判明した。しかし、Ｄ地で勤務した被保険者記録があるはずな

ので、調査して、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほし

い。 

    (注) 申立ては、死亡した申立人の次男が、申立期間の厚生年金保険

被保険者記録の訂正を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ株式会社は、「申立期間当時、Ｄ地に所在したＥ所（戦前に同社の厚

生年金保険適用事業所であったのはＥ所とＣ所である。）の従業員名簿に

おいて、申立人の氏名は無く、申立期間に申立人に給与の支払及び給与か

らの厚生年金保険料の控除はない。」と回答しており、申立人の申立期間

に係る勤務実態等について、確認することができない。 

また、Ｂ株式会社Ｅ所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て、昭和 10 年 10 月から 19 年６月までの期間にわたる 432 枚、被保険者

数延べ 9,000 名以上（当該被保険者名簿は書換えにより被保険者は重複し

ている。）の記録を確認したものの、申立人の氏名は確認できなかった。 

さらに、Ｂ株式会社Ｃ所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、申立人が記載されているページの前後 13 枚、被保険者 195 人のう

ち、厚生年金保険手帳記号番号がＦ地で払い出された「Ｇ」の課所符号が



  

ある者は９人いるが、そのうちの７人は同社Ｅ所から同社Ｃ所に転勤して

きたことが確認できる（残りの２人は同社Ｃ所以前の被保険者記録が確認

できなかった）。一方、申立人を含む残る 186 人の厚生年金保険手帳記号

番号の課所符号は「Ｈ」であり、Ｉ地で払い出されたことが確認できる。 

加えて、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）では、資格取得

日は「19.3.21」と書かれ、Ｂ株式会社Ｃ所の被保険者記録しか記載され

ていない。 

そのほか、申立人は既に死亡しており、申立人の申立期間における厚生

年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 6285 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年５月１日から 37 年８月 30 日まで 

           ② 昭和 37 年９月 15 日から 38 年１月 14 日まで 

           ③ 昭和 38 年９月１日から 39 年２月１日まで 

           ④ 昭和 39 年３月１日から同年４月 25 日まで 

           ⑤ 昭和 42 年 10 月９日から 45 年７月 31 日まで 

  私は、厚生年金保険を受給するには、25 年の加入期間が必要と思っ

ていた。どの会社を退職するときも、「この用紙は次に勤めるときに出

して下さい。」と言われ、入社したときは必ず提出していた。脱退手当

金を受領したとされる昭和 46 年１月は、その前年の４月に前夫と結婚

し、＊月に子供を出産した。 

  当時、私は、義母と夫、３人で暮らしており、義母は年金の半分を家

に入れてくれていたので、生活に苦労したという記憶は無い。また、脱

退手当金を請求した覚えも全く無く、これは、間違いであると思うので、

調査をして、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立期間の脱退手当金裁定請求書によれば、申立人が、当時住んでいた

住所が記載されている上、昭和 46 年１月 26 日付け国庫金送金明細のスタ

ンプが押されている。 

 また、Ａ社会保険事務所（当時）には、申立人の戸籍抄本が保管されて

おり、貼付した付せん用紙にも同様のスタンプが押されていることが確認

できる。 

 さらに、脱退手当金の支給額におおむね計算上の誤りは無く、未請求期



  

間の事業所に係る被保険者期間については、脱退手当金が支給済みとなっ

ている被保険者期間とは異なる厚生年金保険被保険者手帳記号番号で管理

されていることが確認できる。 

   加えて、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案6288 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

氏        名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和38年10月１日から39年１月１日まで 

Ａ区Ｂ地にあった有限会社Ｃにおいて、入社時の面接をした。その時、

勤務地はＤ、Ｅ、Ｆにあると言われ、私はＤ地を希望し、当該Ｄ地の事

業所で昭和38年２月から39年４月に退職するまで継続して働いており、

途中で退職をしたり、勤務地が変わったことは無い。 

国の記録によると、申立期間の被保険者記録が欠落しているので、第

三者委員会で調査の上、当該期間の記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録及び厚生年金保険被保険者名簿により確認できる同僚は、

「私は、申立期間当時、申立人とＤ地の事業所で一緒に働いていた。」と

供述していることから、申立人は申立期間において有限会社Ｃ（又はＧ株

式会社）に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、申立期間当時に有限会社Ｃ及びＧ株式会社において厚生

年金保険被保険者であった５人（前述の同僚を含む。）の厚生年金保険被

保険者記録を調査したところ、オンライン記録及び健康保険厚生年金保険

被保険者名簿により、その全員について申立人と同様に被保険者期間の欠

落が確認できることに加え、前述の同僚は「私も申立人と同じ期間、厚生

年金保険の被保険者記録が無い。」と供述していることから、当該事業所

の事業主は、当該従業員について一時期厚生年金保険の資格を喪失させて

いたことがうかがえる。 

また、前述の同僚を除く前述の同僚４人は、死亡又は住所不明のため照

会することができない上、事業主の弟は、「事業主は既に他界しており、

申立人の申立期間に係る保険料控除については不明である。」と回答して



  

いるため、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

することができない。 

なお、オンライン記録により、Ｇ株式会社は、昭和39年１月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっていることが確認できる。 

このほか、申立人に加え前述の同僚も給与明細書を所持しておらず、申

立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周

辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 6289 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ： 

     

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 27 年７月１日から 35 年６月 21 日まで 

日本年金機構より、過去に勤務していた事業所の厚生年金保険が脱退

手当金を受給した記録となっている旨のはがきが届いた。私はそのよう

なものを請求していないので納得がいかない。調査と記録の訂正をして

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ株式会社Ｂ支社で払い出された厚生年金保険手帳記号番号に

係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、脱退手当金が支給決定さ

れたとする昭和 36 年３月 17 日より前の同年２月９日に、脱退手当金の裁

定に必要となる標準報酬月額等を厚生省（当時）から申立期間に係る脱退

手当金の裁定庁に回答したことが記録されているほか、申立人の脱退手当

金は、支給金額に誤りが無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえ

ない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案6290 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年２月１日から47年５月30日まで 

申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無い。この期間は正社員のＡ

職従事者として勤務していたので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ株式会社保管の給与支給内訳明細表において、申立人への支払記録は

昭和 47 年３月分を除いて、46 年 10 月分から 47 年６月分まであることか

ら、期間の特定はできないものの、申立人はその月に対応する賃金計算期

間には勤務していたと推認できる。 

しかしながら、上記明細表では、厚生年金保険料の控除は上記の月分全

てにおいて確認できない上、当該事業所は「当時事業所はＣ組合に加入し、

資格の得喪について、健康保険は同組合に、厚生年金保険は社会保険事務

所（当時）に別々に届け出ていた。給与支給内訳明細表に申立人の認印も

あることから、申立人は厚生年金保険料の控除がされないことについて承

知していたと思われる。」と供述している。 

また、当該明細表によると、申立人の健康保険料の控除は昭和 47 年１

月、同年２月、同年４月、同年５月及び同年６月分で確認でき、同様に同

明細表に記載されている同僚も健康保険料の控除はあるものの、厚生年金

保険料の控除が無い者が複数確認できる。 

さらに、Ｂ株式会社に係る事業所別被保険者名簿では、申立期間に資格

取得した者の中に申立人の氏名は見当たらず、当該事業所は組合管掌健康

保険のため厚生年金保険の整理番号が記載されているが、その番号に欠番

は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、



  

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 6292 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60 年 10 月１日から 61 年 10 月１日まで 

    厚生年金保険の記録では、Ａ所に勤務した期間のうち、申立期間の標

準報酬月額が 20 万円となっているが、下がることはないはずで 22 万円

から 23 万円のはずである。調査して、正しい標準報酬月額に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ所に係る申立期間の標準報酬月額が 20 万円となっている

が、当時は下がることはないので 22 万円から 23 万円のはずであると主張

している。 

しかしながら、Ａ所は、「申立期間に係る給与額や厚生年金保険料の控

除額が分かる賃金台帳等の資料を保存年限経過により廃棄していることか

ら、申立人の申立期間の標準報酬月額及び保険料控除額について確認する

ことができないが、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、昭和 60 年

５月から同年７月までの３か月間に実際に支払われた給与の総額に基づい

て決定している。」と供述している。 

また、申立人のＡ所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票及び同社

が加入しているＢ基金の加入員記録を確認しても、申立期間当時の標準報

酬月額は、オンライン記録と一致している上、当該被保険者原票について

遡及して標準報酬月額の訂正が行われた形跡も無い。 

さらに、申立人が申立てどおりの厚生年金保険料を控除されていたこと

を確認できる給与明細書等は無く、このほか、申立人が主張する標準報酬



  

月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 6293 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年 10 月１日から 46 年 10 月１日まで 

    国（厚生労働省）の記録によると、Ａ株式会社の子会社であるＢ株式

会社（現在は、有限会社Ｃ）に昭和 45 年 10 月１日から勤務していたが、

Ａ株式会社における被保険者資格取得日が 46 年 10 月１日となっており、

申立期間の被保険者期間が 12 か月空白となっている。申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社及び有限会社Ｃの事業主の供述から、申立人は、申立期間に

おいて、Ａ株式会社又はＢ株式会社に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、申立人は、申立期間の所属について「Ｂ株式会社に勤務

していた。」と供述するとともに、「同社の従業員は一人で、社長と二人

で業務を行っていた。」と供述していることから、申立期間における当該

事業所は、厚生年金保険法が適用されない事業所であったと判断される上、

オンライン記録において、同社の商業登記簿で確認できる事業主又は住所

等で、「Ｂ株式会社」という名称の厚生年金保険の適用事業所は見当たら

ない。 

また、申立人のＡ株式会社における厚生年金保険の被保険者資格取得日

は昭和 46 年 10 月１日であるところ、申立人は、「入社後１年後から２年

後くらいから所属がＢ株式会社かＡ株式会社か曖昧になった。時期は不明

だが、社長から『Ｂ株式会社は社会保険に加入できないが、Ａ株式会社の

従業員として加入させる。』と言われた。」と供述し、当該供述について

は事業主も認めている上、申立人に係るオンライン記録と当該供述は一致



  

している。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 6296 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年４月頃から 38 年３月頃まで 

② 昭和 38 年８月頃から同年 11 月 10 日まで 

    株式会社Ａ（現在は、Ｂ株式会社）に勤務していた申立期間①及び株

式会社Ｃに勤務していた申立期間②に係る厚生年金保険の被保険者記録

が無い。申立期間①は住み込みによるＤ業務等、申立期間②は主にＥ業

務に従事していた。 

当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、複数の同僚の供述から期間は特定できないもの

の、申立人が株式会社Ａに勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、申立期間に係る株式会社Ａの健康保険厚生年金保険事

業所別被保険者名簿には、申立人の氏名は無く、整理番号に欠番も無い

上、申立人が申立人と同様の業務内容を行っていたと記憶している同僚

４人についても、上記名簿において厚生年金保険の記録を確認できない。 

  また、Ｂ株式会社は、「弊社で独自に作成している社会保険管理簿

（昭和 22 年 12 月から記載）には、申立人の在籍記録及び社会保険加入

記録は無い。申立人のように住み込みによるＤ従事者の厚生年金保険の

加入については不明である。」と回答している。 

    さらに、同僚によると、「当時の社長夫婦及び総務部長は、既に亡く

なっているので申立期間当時の状況を知っている者はいないと思う。家

事手伝い従事者の厚生年金保険加入等、一般社員と同じかどうかは分か

らない。」と供述している。 

 



  

２ 申立期間②について、申立人は、株式会社Ｃに勤務していたと申し立

てているが、当該事業所の所在地を管轄する法務局に商業登記の記録が

無い上、当該事業所は、昭和 40 年 10 月に厚生年金保険の適用事業所で

はなくなっており、事業主二人の住所が不明であることから、申立人の

勤務実態及び厚生年金保険料控除等について確認することができない。 

また、当該事業所の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿に申

立人の氏名は無く、整理番号に欠番も無い上、申立人が記憶していた同

僚３人（うち１人は申立人とほぼ同様の業務内容）も、厚生年金保険の

記録を確認できない。 

さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、

申立人の申立期間を含む昭和 33 年１月から 39 年 11 月まで、同事業所

で厚生年金保険の被保険者資格を取得した者が無いことが確認できる。 

 

 

３ 申立人が申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

  また、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

   ４ これらの事実及びこれまで収集してきた関連資料等を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは

できない。 



  

埼玉厚生年金 事案 6297 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 58 年２月 17 日から 59 年４月頃まで 

             ② 昭和 59 年 10 月頃から 60 年６月頃まで 

    Ａ株式会社が経営していたＢ店「Ｃ」で勤務していた期間及び有限会

社Ｄにおいては、昭和 59 年 10 月頃から 60 年６月頃までＥ担当として

勤務した期間の厚生年金保険の被保険者記録が無い。調査の上、申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、Ａ株式会社の元事業主は、｢当時の総支配人に

聞いたところ、申立人は勤務していたとのことである。｣と回答してい

ることから、期間の特定はできないものの、申立人が当該事業所に勤務

していたことはうかがえる。 

    しかしながら、元事業主は、「事業所は既に無く、当時の資料は残っ

ていないため、申立人が勤務していたかは不明。また、申立人の申立て

どおりの厚生年金保険料の控除についても不明。」としている上、「今

まで、このような申出は無く、一人だけ厚生年金保険の被保険者として

除くようなことは無いが、何らかの理由で厚生年金保険の被保険者から

漏れたのではないかと思う。」と供述している。 

    また、申立期間当時、Ａ株式会社に勤務していて連絡先が判明した元

同僚３人に照会し、回答のあった３人のうち２人は、「申立人が勤務し

ていたかどうかは不明。」と供述している。 

    さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には、

申立期間に申立人の氏名は無く、整理番号に欠番も無い上、申立人の当

該事業所に係る雇用保険の加入記録も見当たらない。 



  

    加えて、申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持し

ていない。 

       

２ 申立期間②について、申立人の元同僚の供述から、期間の特定はでき

ないものの、申立人が有限会社Ｄに勤務していたことはうかがえる。 

  しかしながら、事業主は、「当時の資料は残っておらず、申立人が勤

務していたこと及び申立人の申立てどおりの厚生年金保険料の控除につ

いても不明。」と供述している。 

  また、当該事業所に勤務していて連絡先が判明した元同僚６人に照会

し、回答のあった４人のうち３人は、「申立人について覚えていな

い。」と供述している。 

  さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名

簿には、申立期間に申立人の氏名は無く、整理番号に欠番も無い上、申

立人の当該事業所に係る雇用保険の加入記録は見当たらない。 

  加えて、申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持し

ていない。 

 

３ 一方、Ｅ市及びＦ町の国民年金被保険者名簿によれば、申立人は、昭

和 57 年８月１日に国民年金に加入(昭和 57 年９月８日受付)し、62 年

６月１日に資格喪失しており、申立期間①及び②において、国民年金の

被保険者であったことが確認できる。 

 

４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 6300 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53 年 10 月 23 日から 54 年５月 16 日まで 

   Ａ株式会社における厚生年金保険の加入記録に昭和 53 年 10 月 23 日

から 54 年５月 16 日まで空白があるが、同社にはＢとして継続して勤務

した。申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ株式会社が提出した申立人に係る「健康保険厚生年金保険被保険者資

格喪失確認通知書」及び「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認お

よび標準報酬決定通知書」によると、申立人が昭和 53 年 10 月 23 日に資

格喪失し、54 年５月 16 日に資格取得していることが確認できるとともに、

当該事業所が加入するＣ基金の記録もオンライン記録と一致している。 

   また、申立人は、申立期間において、当該事業所に継続して勤務してい

たと主張しているが、当該事業所における雇用保険の被保険者記録による

と、申立人は昭和 53 年 10 月 22 日に離職し、54 年５月 16 日に資格取得

していることが確認できる上、53 年 10 月 23 日に離職票が交付され、失

業手当の支給のための受給者番号が付与されていることが確認できること

から、申立人の申立期間に係る勤務実態について、確認することができな

い。 

 さらに、同僚の一人が「申立人は、昭和 53 年９月か同年 10 月頃に一時

退職し、54 年５月頃再入社したと思う。」旨の供述をしている。 

   加えて、Ａ株式会社は、保険料の控除については確認できる資料が無い

ことから不明と回答しているとともに、申立人が事業主により給与から厚

生年金保険料を控除されていたことを確認できる給与明細書、源泉徴収票



  

等の資料も無い。 

 このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


